
科目番号 １５３ 

授 業 

科目名 
行政法各論 選 択 開講年次 ３ 単位数 ２ 

科目区分 専門科目 

サブ       

タイトル 
行政法の各論部分など 担当者 鶴尾 和憲 

講義概要 

【概要】 

行政法の中でも、行政組織法、公物法、公務員法、警察行政法、財政法といった分野を対象と

する。 

 

【到達目標】 

行政法総論等で学んだ行政法理論が、行政法各論にどのように適用されているのかについて考

えることができるようになる。 

 

履修条件 
行政法概論、行政法総論Ⅰ・Ⅱ、行政救済法を受講していることを前提として講義を進める。 

教科書・

参考書 

【教科書】教科書を使用する際は、開講時に指示する。 

 

【参考書】村上武則編『応用行政法（第二版）』（有信堂） 

授業回数 内容  

1 はじめに 

2 行政組織法（１） 

3 行政組織法（２） 

4 公物法（１） 

5 公物法（２） 

6 公物法（３） 

7 公務員法（１） 

8 公務員法（２） 

9 公務員法（３） 

10 警察行政法（１） 

11 警察行政法（２） 

12 警察行政法（３） 

13 警察行政法（４） 

14 財政法（１） 

15 財政法（２） おわりに 

評価方法 
試験およびレポートによって判断します。講義中の私語、携帯電話の使用など受講態度の極めて

悪い者には、厳しく対処します。 

評価基準 

行政法で使用される用語の意味を理解すること（C 評価）。行政法総論等で学んだ内容を踏まえ、

各論の特徴について理解すること（B 評価）。行政法各論の役割について文章で説明ができるこ

と（A 評価）。上記に満たない者については程度によって D、E 評価とする。 

その他 
基本的に講義形式で行います。講義ではレジュメを用意します。 

 


